
 
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（６２８）） 

２．日 時：平成３０年１月３０日 １０時００分～１２時５５分 

３．場 所：原子力規制庁 ９階Ｄ会議室 

４．出席者 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

伊藤安全審査官、津金安全審査官、日南川安全審査官、吉村安全審査官、千明技術研

究調査官、郡安技術参与、竹内技術参与、山浦技術参与 

（原子力規制部 審査グループ 地震・津波審査部門） 

植木安全審査官 

 

事業者： 

日本原子力発電株式会社：発電管理室 副室長 他７名 

 

５．要旨 

（１）日本原子力発電から、東海第二発電所の設置許可基準規則への適合性のうち「第３９条 

耐震設計方針」「第４０条 耐津波設計方針」及び「第４３条 共通（基準津波を超え敷

地に遡上する津波に対する津波防護方針）」について、平成２９年１１月８日に提出され

た発電用原子炉設置変更許可申請書（一部補正）及び本日の提出資料に基づき説明があ

った。原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。 

 

＜基準津波を超え敷地に遡上する津波に対する津波防護方針について＞ 

〇 防潮堤及び防潮扉が敷地に遡上する津波の第一波に耐え、概ね弾性状態を保持すると共に、

第二波以降繰り返し襲来する津波に対しても引き続き状態を保持する設計について、防潮

堤及び防潮扉に要求される機能を整理した上で、上記設計方針が明確になるようにして提

示すること。 

○ 防潮扉の設計、防潮堤及び防潮扉の下部貫通部の設計及びその差異について、整理して提

示すること。 

〇 格納容器圧力逃がし装置格納槽その他の区画に備えられた水密ハッチの設計方針において、

水密性に対する考慮が明示されていないため、設計の考え方を整理して提示すること。 

〇 構内排水路逆流防止設備について、意図しない開状態が生じないよう、設計及び平時から

の管理の考え方について整理して提示すること。 

〇 防潮堤下部に備えられるフラップゲートについて、配置状況を示すと共に耐震性等の設計

の考え方を整理して提示すること。 

〇 潮位計の津波による動的荷重への考慮について防波管との関係性を踏まえ、必要性を整理

して提示すること。 

〇 防波管に内包される潮位計の電線管は防波管の側面貫通部を通じて壁面を通す構造として

いるが、津波による防波管と壁面との相対変位による電線管の損傷に対する考慮について

整理して提示すること。 



 
〇 潮位計は防潮堤高さである２０ｍまでを測定できる仕様としているが、津波監視設備の設

置目的に照らし、２０ｍ以上の津波への対応しないとする考え方について整理して提示す

ること。 

 

（２）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

提出資料： 

・東海第二発電所 重大事故等対処設備について 


